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第２期丹沢大山自然再生計画 平成 27 年度事業実施状況報告書 

 

Ⅰ ブナ林の再生 

＜主要施策の取組状況＞ 

１ ブナ林の保全・再生対策 

・ブナ林の衰退・枯死の機構解明のために、丹沢山、檜洞丸等の計４地点においてオゾン

観測を、計５地点(大野山は３月で廃止)で気象観測を継続実施し、ブナ林再生事業モニ

タリングの基礎データとした。 

・塔ノ岳から檜洞丸の稜線において、小型紫外吸光式オゾン計を用いてオゾンの移動観測

（車載観測・歩行観測）を行い、小型オゾン計の有効性を検討した。 

・オゾン影響を明らかにするためにモデル化による総合解析を行い、丹沢山地では夏、北

よりの風の時オゾン濃度が高くなることが明らかになった。東京周辺の首都圏内陸部か

らの大気の流入により、オゾン濃度が大きく上昇していることが示唆された。 

・ブナ衰退原因調査として、水分ストレス状態を把握するため、丹沢産ブナの苗木を使い

道管径調査、樹幹流調査（※１）を実施した。樹液流調査について、グラニエ法（※２）

と水分計を併用して計測し、個体ごとに水ストレスの顕著な期間を検出できるようになった。 

・ブナの衰退に関わる環境ストレス要因の評価を行うために、丹沢山、檜洞丸で採取した

サンプルの発現遺伝子を解析し、オゾン等の影響を受けて発現したと考えられる遺伝子

群を検出された。 

・ブナ衰退リスクの評価を行うために、リスクマップの作成について検討を行った。

1970 年代から 2010 年代にかけての航空写真解析を行い、ブナハバチ食害の発生状況と

草地の拡大状況解析を行った。 

 

・ブナ林再生技術の開発のために、植生保護柵内外での林床植生の回復状況とブナ等の植

栽木、天然更新木の生残・成長の調査を 3 地域で行った。檜洞丸では、植栽木 4 種のう

ち 3 種は 5 年経過しても 70％以上の個体が生育して、平均樹高は 69～104 ㎝の範囲に

あった。丹沢山では、植栽した 6 種のうちの 5 種は 5 年経過しても 70％以上の個体が

生育し、ミズキは平均 207 ㎝になっていた。他の樹種の平均樹高は 120～140 ㎝であっ

た。 

・天然更新木については、どの樹種も柵内では更新木の樹高が高くなっていたが、柵外で

は樹高 30㎝を超える個体は少なかった。 

 

・大規模なギャップにおける森林再生試験を行うために、ブナ等樹木の集団枯死によって

形成されたササ草原２箇所（竜ヶ馬場と不動ノ峰）について、植生と更新木の調査を行

った。秋季には林床に優占するミヤマクマザサの刈取り、リターの除去を実施し、翌年

の実生発生に備えた。 

・実生の本数は処理の違いによる明瞭な差異を見いだせなかったが、柵を設置して 5 年経

過した不動ノ峰では処理区に関わらず柵外よりも柵内で平均樹高は高い傾向があった。 

・柵内外で樹高が 20 ㎝以上あった樹種はニシキウツギとユモトマユミ、ミヤマイボタで

あった。 
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※１ 水欠差 

   葉の飽和水分不足度のことで、値が高いほど水ストレスが高くなる。 

※２ 樹幹流調査 

樹幹内部にセンサーを設置して、樹幹流量の計測を行い、樹幹流速の算出を行う。蒸散量を推

定する方法の一つである。 

※３ グラニエ法 

       センサーから発する熱量が、樹液流によって変化することを利用して樹液流を測定する方法で、

連続的に測定することができる。 

 

２ ブナ林の衰退原因の低減対策 

・県猟友会への委託による管理捕獲及びワイルドライフレンジャーによる管理捕獲を実施

した。全体で 515 頭の捕獲を計画、601 頭の捕獲を行い、丹沢山地の中央部や県境部、

猟区に隣接するエリアなど、シカが高密度で生息する地域での捕獲が進んだ。（Ⅴシカ

等野生動物の保護管理再掲） 

・第一期計画より引き続き、区画法による生息密度調査・糞塊法による生息動向調査、捕

獲個体の分析調査等を行い、シカの生息密度等の状況を把握した。（Ⅴシカ等野生動物

の保護管理再掲） 

 

・ブナハバチ発生状況をモニタリングするため、丹沢山、檜洞丸、大室山、菰釣山、三国

山の５箇所でブナハバチの成虫・マユ、ブナの食害度のモニタリングを実施した。産卵

期にあたる展葉期の雌成虫捕獲数から中～大規模の食害は発生しないと予測され、実際

の食害は加入道山、大室山、檜洞丸で中規模であった。また、マユ密度は大室山、檜洞

丸、丹沢山では依然として高密度で推移した。 

・ブナハバチ防除に向けた幼虫防除のために、檜洞丸のブナ成木における薬剤の樹幹注入

による防除試験を実施した結果、衰弱木でも樹体影響なく高い防除効果が確認され、現地

のブナ成木に適用できることが示された。 

 

３ ブナ林生態系の衰退影響の低減対策 

・県猟友会への委託による管理捕獲及びワイルドライフレンジャーによる管理捕獲を実施

した。全体で 601 頭の捕獲を行い、丹沢山地の中央部や県境部、猟区に隣接するエリア

など、シカが高密度で生息する地域での捕獲が進んだ。(Ⅴシカ等野生動物の保護管理

再掲) 

・第一期より引き続き、下層植生衰退地において植生保護柵を主な工種とする土壌保全工

を 7.7ha 実施し（丸太柵工等の土壌保全工も含む）、土壌流出の防止が図られた。また、

土壌保全工設置効果を把握するため、土壌保全工施行地において植生調査等の調査を行

った。（Ⅳ渓流生態系の再生、Ⅴシカ等野生動物の保護管理再掲） 

・蛭ヶ岳周辺に H9、H24 に設置された植生保護柵内と神奈川県植生誌調査の一環で希少植

物の確認調査を行ったところ、合計で 8 種の県絶滅危惧種が柵内で確認された。また、

1961 年以降記録されていなかったイワノガリヤスを、さらに、絶滅種として扱われて

いたフジチドリが 49 年振りに確認された。（Ⅵ希少種の保全再掲） 
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 ・稜線部の既設の植生保護柵の巡回点検及び補修を実施し、希少種の保護を図った。（Ⅵ

希少種の保全再掲） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

立地環境調査 衰退環境解明調査 広域衰退実態調査 再生技術試験・調査 

・オゾン・気象観

測サイトの維持

管理 

 

 

・現地ブナ成木の薬

剤注入による防除

試験 

・水ストレス調査 

・発現遺伝子によ

る診断調査 

・植生保護柵内での植栽木等の

生残・成長調査 

・大規模ギャップ試験地での植

生と更新木の調査、ササの刈

取りとリター除去の実施 

高標高域でのシカ捕獲 土壌保全工 

・実績は特定課題Ⅴに含む。 ・稜線部で土壌保全工施工面積 2.7ha 

     （植生保護柵、丸太柵工等） 

○ブナ林等の調査研究実施状況（平成 27 年度） 

大規模ギャップ試験地でのササの刈取り状況 

 

樹幹流調査 

 

 

小型オゾン計 

 

○ブナ林生態系の衰退影響対策の実施状況（平成 27 年度） 

ブナナハバチ防除のための薬剤樹幹注入試験 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ブナ林再生に関係する事業の実施場所（位置情報のある事業のみ掲載）

植生保護柵の設置状況(
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○ブナ林再生に関係する事業の実施場所（位置情報のある事業のみ掲載） 

(石棚山稜線) 

 

土壌保全工

 

土壌保全工実施箇所 
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Ⅱ 人工林再生 

＜主要施策の取組状況＞ 

１ 地域特性に応じた適切な森林整備の推進 

・公益的機能を重視した混交林等への転換を目標として、水源林整備事業や保安林改良事

業等により、間伐等の人工林整備を 856ha 実施した。また、市町村への補助事業（地域

水源林整備事業）により、間伐等の人工林整備を促進した（65ha）。林内の照度改善に

より混交林化が促進され、公益的機能の向上に寄与した。 

・森林資源の活用による持続可能な人工林の整備として、水源林整備事業や県営林造林事

業等により、間伐等の人工林整備を 316ha 実施した。また、市町村等への補助事業によ

り間伐等の人工林整備を促進した（596ha）。持続可能な人工林整備が促進されるとと

もに、間伐材が有効利用された。 

 

２ 森林整備とシカ保護管理の連携 

 ・水源林整備などの森林整備と情報共有を行い、水源林整備地周辺を中心に管理捕獲を実

施し、森林整備と連携したシカの管理捕獲を行った。（自然植生回復目的の管理捕獲と

合わせて、県実施分実績 601 頭）。また、平成 27 年度には管理捕獲の際の利用へ配慮

した作業径路の配置や、モノレールの配置を行った。 

（Ⅴシカ等野生動物の保護管理再掲） 

 

３ 県産木材の有効活用の促進と基盤の整備 

・県有林において間伐材を搬出（142 ㎥）し、県産木材活用を促進した。また、補助事業

により、10,028 ㎥の間伐材を搬出した。 

・基盤整備として、県営林道 14 路線の改良工事を実施するとともに、水源林の補助事業

として作業路 16路線、計 13,980m 整備した。 

 

４ 森林モニタリングの実施 

 ・対照流域法による調査を実施した。平成 26 年度に引き続き、大洞沢、貝沢、ヌタノ沢、

フチヂリ沢の４カ所の試験流域において対照流域法による水・土砂流出に関するモニタ

リングを継続し、林業施業やシカの保護管理による事業効果の検証を行った。大洞沢

（東丹沢）、ヌタノ沢（西丹沢）では、下層植生回復による森林の公益的機能（特に水源か

ん養機能）の改善の検証を行った。また、貝沢（小仏山地）、フチヂリ沢（箱根外輪山）で

は、大洞沢やヌタノ沢の比較対照として、地域ごとの流出特性を把握するとともに、適切な

水源林管理による人工林の水源かん養機能保全の検証を行った。 

 ・大洞沢及びヌタノ沢では、植生保護柵によってシカを排除した実施流域とシカを排除し

ない対照流域をペアで設けて、シカの対策による下層植生回復効果と水・土砂流出への

効果の関係を調査した。大洞沢流域では植生保護柵を設置して 3 年半、西丹沢ヌタノ沢

流域では 1 年半が経過し、いずれも流域末端での水量、水質の変化には至っていないも

のの、植生保護柵を設置した小流域内は、下層植生が回復しつつあることを確認した。 

・モニタリングを通して、現地のデータ蓄積が進み、それぞれの試験流域の流出特性把握



 

が進捗した。 

・水源の森林づくり事業で施業した箇所のモニタリング地点で、植生と進入広葉樹、光環

境、土壌侵食深を調査した。

・水源林の 32 箇所(うち 6 箇所は柵内外の対プロット

哺乳類を調査して、森林整備

物にプラスの効果をもたらし、間接的に土壌動物と昆虫の多様性に影響していることを

確認した。他の分類群では森林整備や環境要因との関連は見られなかった。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水源涵養機能調査（対照流域法）

・大洞沢、貝沢、ヌタノ沢：事後モニタリング

・フチヂリ沢：事前モニタリング

公益的機能を重視した混交林等への転換

・間伐等人工林整備等 856 ha

（水源林整備事業・保安林改良事業等）

・補助事業による間伐等人工林整備

（地域水源林整備事業） 

○森林整備実施状況（平成 27

○県産木材の搬出状況（平成 27

県有林からの搬出 補助事業による搬出

142 ㎥ 10,028

 

○森林モニタリング実施状況（平成

ヌタノ沢と周辺の水循環調査（湧水サンプル採取）
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水源の森林づくり事業で施業した箇所のモニタリング地点で、植生と進入広葉樹、光環

境、土壌侵食深を調査した。 

箇所は柵内外の対プロット)で植物や土壌動物、昆虫、鳥類、

哺乳類を調査して、森林整備(間伐)との関係を解析したところ、森林整備は直接的に植

物にプラスの効果をもたらし、間接的に土壌動物と昆虫の多様性に影響していることを

他の分類群では森林整備や環境要因との関連は見られなかった。

水源涵養機能調査（対照流域法） 水源林定点調査

・大洞沢、貝沢、ヌタノ沢：事後モニタリング 

：事前モニタリング 

・施業箇所の定点で、植生、光環境、土壌

侵食深等を調査。 

公益的機能を重視した混交林等への転換 森林資源の活用による持続可能な人工林の整備

856 ha 

（水源林整備事業・保安林改良事業等） 

補助事業による間伐等人工林整備 65 ha 

・間伐等人工林整備 316 ha 

（水源林整備事業・県営林造林事業・旧社営林整備事業等）

・補助事業による間伐等人工林整備

(造林補助事業・地域水源林整備等) 

27 年度） 

27 年度） 

補助事業による搬出 

10,028 ㎥ 

○基盤整備の実施状況（平成

県営林道改良工事 

14 路線（19 箇所） 

 
○森林モニタリング実施状況（平成 27 年度） 

ヌタノ沢と周辺の水循環調査（湧水サンプル採取） 

 

大洞沢の水循環調査（流量観測）

水源の森林づくり事業で施業した箇所のモニタリング地点で、植生と進入広葉樹、光環

で植物や土壌動物、昆虫、鳥類、

との関係を解析したところ、森林整備は直接的に植

物にプラスの効果をもたらし、間接的に土壌動物と昆虫の多様性に影響していることを

他の分類群では森林整備や環境要因との関連は見られなかった。 

定点調査 

・施業箇所の定点で、植生、光環境、土壌

森林資源の活用による持続可能な人工林の整備 

 

（水源林整備事業・県営林造林事業・旧社営林整備事業等） 

・補助事業による間伐等人工林整備 596 ha 

 

○基盤整備の実施状況（平成 27 年度） 

水源林作業路・ 

作業道設置 

13,980 m 

大洞沢の水循環調査（流量観測） 
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森林整備実施状況 

 

○人工林再生に関係する事業の実施場所（位置情報のある事業のみ掲載） 

 

オオバノイノモトソウ（左）とマツカゼソウ（右） 
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Ⅲ 地域の再生 

＜主要施策の取組状況＞ 

１ 地域再生に向けた地域と一体となった取り組み支援 

 ・市町村等が行う鳥獣被害対策（捕獲、防護柵設置、ヤマビル防除等）へ財政的な支援を

行うとともに、丹沢山地を含む各地域（湘南、県央、県西）県政総合センターに鳥獣被

害防除対策専門員を計５名配置し鳥獣の生態や被害対策等についての情報提供や住民等

への助言・指導を行った。さらに、県の環境部門と農政部門からなる鳥獣被害対策支援

チームの活動を推進し地域自らが継続的・計画的な被害対策を推進する仕組み作りを支

援した。（Ⅴシカ等野生動物の保護管理再掲） 

 ・伊勢原市子易における野生生物対策に対して林地と農地の境界部における森林整備の実

施や生態系調査、自動撮影カメラの保守、事業報告会の実施等の支援を行い、地域主体

の取組が促進されるとともに地域と行政の連携が図られた。 

 ・統合再生プロジェクト（東丹沢２）の中で、森林整備や鳥獣被害対策の状況について県

と村の担当者で情報交換を行った。また、現地検討会として地域と一体となった野生動

物被害対策を行っている伊勢原市の現場の見学を行い、他自治体の取組みについて意見

交換等を行った。 

 

２ 里山地域の保全・再生と活用 

・里地里山条例に基づき、認定団体が行う農林地等の保全・再生、体験教室等に要する経

費に対し、市町村を通じて補助金を交付した（８地区）。 

・化学合成農薬等の使用量削減の取組や有機農業の取組に対して、国・市町とともに補助

金を交付するとともに、19 名を新規エコファーマーに認定し、環境保全型農業への取

組の推進を行った。 

 

○地域と一体となった取組支援の実施状況（平成 27 年度） 

 

 

 

 

 

 

 

鳥獣被害対策 水源林整備・里山整備 

・市町村等への財政的支援。 

・３地域県政総合センターに鳥獣被害防除対策専

門員（５名）による情報提供や助言、指導。 

・３地域県政総合センターにて立ち上げられた鳥

獣被害対策支援チームによる被害対策支援。 

・地域水源林整備事業の実施。 

 （実績はⅡ人工林再生に含む） 
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農地を活用した農作業体験の状況 

（子ども里地里山体験学校 厚木市七沢地内） 

 

柵機能向上対策の状況（伊勢原市子易地内） 

（地域住民と連携した鳥獣被害対策） 

 

○里山地域の保全・再生と活用の実施状況（平成 27 年度） 

 
里地里山条例に基づく認定団体の活

動支援実施状況 

環境保全型農業の推進状況 

８地区  ・新規認定エコファーマー数（19 名） 

 

 

○地域の再生に関係する事業実施場所（位置情報のある事業のみ掲載） 
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Ⅳ 渓流生態系の再生 

＜主要施策の取組状況＞ 

１ 渓流生態系の調査モニタリングと保全・再生手法の検討 

 ・渓畔林整備を行った箇所について、植生調査等の事後調査を行った。また、モニタリン

グ結果に基づき、「渓畔林整備の手引き」の原案を作成し、渓流生態系保全・再生手法

の検討を進めた。 

・渓流環境調査として、渓畔林整備を行っている河川で魚類調査、餌資源調査などの定点

調査を行うことで、渓畔林整備の効果を評価する調査手法を検討するとともに、魚類や

底生生物、落下生物、流下生物と周辺の渓畔林環境について、渓畔林整備事業の効果評

価に資する指標の検討を行なった。また、渓畔林の繁茂状況の指標となる樹冠と水生生

物の餌料となる付着藻類との関係を調べたところ、開空度(樹冠により空が覆われてい

ない部分の割合)が高いほど付着藻類量が多いことが明らかになった。ただし、樹冠が

ほとんどない東沢と用木沢については、付着藻類が少ないことから付着藻類量は日照量

だけではなく、流量や水温にも影響を受けると考えられた。 

 ・酒匂川水系の丹沢在来ヤマメが生息すると考えられる支流において、NPO とともに産卵

場を造成し、産卵が確認された。（Ⅵ希少種の保全再掲） 

 

２ 渓流生態系の保全・再生事業の実施 

 ・治山工事（18 箇所）を実施、ダム湖等への土砂流出の防止が図られた。 

 ・渓畔林整備として笹子沢及び大滝沢の２流域で間伐（17.10ha）や植生保護柵設置

(244m)、丸太筋工等の土壌保全工（892m）を実施した。 

 ・下層植生衰退地において植生保護柵を主な工種とする土壌保全工の施工を 7.7ha 実施し

た。（Ⅰブナ林再生、Ⅴシカ等野生動物の保護管理再掲） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本数調整伐等 植生保護柵設置 丸太筋工等土壌保全工 

17.1 ha 244 m 892 m 

 

○平成 26 年度渓畔林整備事業実施状況（笹子沢及び大滝沢流域・平成 27 年度） 

砂防工事 治山工事 

なし 18 箇所 

 

○ダム湖堆砂抑制等のための土砂流入防止対策等実施状況（平成 27 年度） 
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渓畔林整備施工地（笹子沢） 

 

渓畔林整備施工地（大滝沢） 

 

○渓流生態系の再生に関係する事業実施場所（位置情報のある事業のみ掲載）

渓流環境調査（底生生物調査）実施状況 
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Ⅴ シカ等野生動物の保護管理 

＜主要施策の取組状況＞ 

１ 自然植生回復地域（ブナ林等）での密度低減と定着の解消 

 ・県猟友会への委託による管理捕獲及びワイルドライフレンジャーによる管理捕獲を実施

した。全体で 515 頭の捕獲を計画、601 頭の捕獲を行い、丹沢山地の中央部や県境部、

猟区に隣接するエリアなど、シカが高密度で生息する地域での捕獲が進んだ。 

・第一期計画より引き続き、区画法による生息密度調査・糞塊法による生息動向調査、捕

獲個体の分析調査等を行い、シカの生息密度等の状況を把握した。 

・生息環境調査として、56 地点の試験地のうち 11 地点での植生保護柵内外の定点植生調

査と、丹沢山全体の主要尾根線を踏査して不嗜好性植物の繁茂状態等から林床植被率や

植生劣化度を評価する累積利用圧調査を行い、シカの捕獲が植生へ及ぼす影響について

調査を行った。 

・稜線部等の林床植生衰退地において、土壌保全対策として植生保護柵を主な工種とする

土壌保全工の施工を 7.7ha 実施した。（Ⅰブナ林の再生、Ⅳ渓流生態系の再生再掲） 

 

２ 生息環境管理地域（人工林・二次林等）での森林整備と連携したシカ保護管理の実施 

 ・水源林整備などの森林整備と情報共有を行い、水源林整備地周辺を中心に管理捕獲を実

施し、森林整備と連携したシカの管理捕獲を行った。また、平成 27 年度には管理捕獲

の際の利用へ配慮した作業径路の配置や、モノレールの配置を行った。（Ⅱ人工林の再

生再掲） 

・森林整備等がシカの行動に与える影響を明らかにするため、平成 24 年度、平成 25 年度

に GPS を装着した 11 個体を対象にＧＩＳ測位情報を取得することができた８個体につ

いて行動追跡と生息環境の利用特性の調査を行った。追跡対象の中で唯一の雄個体につ

いては大きな移動が見られたが、それ以外の個体は長距離移動はなく、定住性が強いと

考えられた。 

 ・平成 24 年度から水源林整備地においてシカの管理捕獲を開始したことから、施業効

果・捕獲効果を実証するために水源林内の 11 箇所 34 地点の調査地で植生調査・自動撮

影カメラによる調査を行った。捕獲を開始して間もないため、植生に顕著な変化は見ら

れなかった。しかし、3 地点で植被率が前年よりも 10％以上増加した。一方で、２地点

で植被率が 10％以上低下した。また、自動撮影カメラによる調査では 34 地点のうち 33

地点でシカが優占種であり、捕獲の効果はまだ表れていなかった。 

 

３ 被害防除対策地域（山ろく・集落等）でのシカの計画的捕獲と被害対策 

・市町村等が行う鳥獣被害対策（捕獲、防護柵設置等）へ財政的な支援を行うとともに、

丹沢山地を含む各地域（湘南、県央、県西）県政総合センターに鳥獣被害防除対策専門

員を計５名配置し鳥獣の生態や被害対策等についての情報提供や住民等への助言・指導

を行った。さらに、県の環境部門と農政部門からなる鳥獣被害対策支援チームの活動を

推進し地域自らが継続的・計画的な被害対策を推進する仕組み作りを支援した。（Ⅲ地

域の再生再掲） 



 

 

・市町村等が実施した被害軽減目的の管理捕獲により

カ 754 頭が捕獲された。 

 

４ 野生動物の保護管理 

 ・ワイルドライフレンジャーを

ャー）として配置し、稜線部等

県実施管理捕獲数の内数）

・ニホンジカ、ニホンザルについて生息状況調査などのモニタリング調査を実施し、野生

動物保護管理検討の材料とした。

・ニホンジカ保護管理検討委員会において、ニホンジカの調査、モニタリング、管理手法

について、科学的な視点での検討を行った。

・ツキノワグマの学習放獣及びＧＰＳ装着放獣個体の行動追跡調査を行い、

の保護管理について検討を進めた

 

○ニホンジカ捕獲実施状況（平成

 

 

 

 

 

○ニホンジカモニタリング実施状況（平成

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自然植生回復目的 

管理捕獲（森林整備地込み） 

601(352) 

 

生息状況

・区画法による生息密度調査

・糞粒法による生息動向調査

・GPS 首輪を用いた行動域調査

ワイルドライフレンジャーによる管理捕獲の様子
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・市町村等が実施した被害軽減目的の管理捕獲によりシカ 831 頭を捕獲し、狩猟により

 

・ワイルドライフレンジャーを 5 名、うち１名を統括者（チーフ・ワイルドライフレンジ

ャー）として配置し、稜線部等の 29 の管理ユニットでシカ捕獲を実施

県実施管理捕獲数の内数）。 

ニホンジカ、ニホンザルについて生息状況調査などのモニタリング調査を実施し、野生

検討の材料とした。 

・ニホンジカ保護管理検討委員会において、ニホンジカの調査、モニタリング、管理手法

について、科学的な視点での検討を行った。 

の学習放獣及びＧＰＳ装着放獣個体の行動追跡調査を行い、

の保護管理について検討を進めた。（Ⅵ希少種の保全再掲） 

ニホンジカ捕獲実施状況（平成 27 年度）         単位：頭、（）内はメスの内数

○ニホンジカモニタリング実施状況（平成 27 年度） 

 

農林業被害軽減目的 

管理捕獲 

狩猟 

831(476)  754(389) 2,186(1,217)

生息状況 生息環境

・区画法による生息密度調査 ・糞塊法による生息動向調査 

・糞粒法による生息動向調査 ・捕獲効率の算出による調査 

首輪を用いた行動域調査 

・植生定点調査

・累積利用圧調査

 

ワイルドライフレンジャーによる管理捕獲の様子 

 

行動追跡調査のため GPS

 

頭を捕獲し、狩猟によりシ

名、うち１名を統括者（チーフ・ワイルドライフレンジ

シカ捕獲を実施した（301 頭：

ニホンジカ、ニホンザルについて生息状況調査などのモニタリング調査を実施し、野生

・ニホンジカ保護管理検討委員会において、ニホンジカの調査、モニタリング、管理手法

の学習放獣及びＧＰＳ装着放獣個体の行動追跡調査を行い、ツキノワグマ

、（）内はメスの内数 

合計 

2,186(1,217) 

生息環境 

・植生定点調査 

・累積利用圧調査 

GPS を装着したシカの個体 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○シカ等野生動物の保護管理に関係する事業実施場所（位置情報のある事業のみ掲載）

行動追跡調査のため GPS を装着したツキノワグマの個体

 

14 

 

○シカ等野生動物の保護管理に関係する事業実施場所（位置情報のある事業のみ掲載）

を装着したツキノワグマの個体 

 

  

○シカ等野生動物の保護管理に関係する事業実施場所（位置情報のある事業のみ掲載） 
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Ⅵ 希少種の保全 

＜主要施策の取組状況＞ 

１ 希少動植物の保全方針・対策と調査モニタリングの検討 

 ・ツキノワグマの学習放獣及びＧＰＳ装着放獣個体の行動追跡調査を行い、ツキノワグマ

の保護管理について検討を進めた。（Ⅴシカ等の野生動物保護管理再掲） 

 ・オオタカの生息状況調査を実施した。 

 ・酒匂川水系の丹沢在来ヤマメが生息すると考えられる支流において、NPO とともに産卵

場を造成し、産卵が確認された。（Ⅳ渓流生態系の再生再掲） 

 

２ 希少動植物の保護・回復事業の実施 

 ・稜線部の既設の植生保護柵の巡回点検及び補修を実施し、希少種の保護を図った。（Ⅰ

ブナ林の再生再掲） 

 ・ヤシャイノデ（ⅠＢ類）について、胞子から育成した苗 3株を現地に植え戻した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

希少動植物の保全方針・対策と調査モニタリ

ングの検討 

希少動植物の保護・回復事業の実施 

・ツキノワグマの学習放獣及びＧＰＳ装着放

獣個体の行動追跡調査を行い、ツキノワグ

マの保護管理について検討を進めた。 

・丹沢在来ヤマメ生息地であると考えられる

支流において、産卵場の造成を行い、産卵

が確認された。 

・稜線部において植生保護柵の設置、巡回・点検

及び補修を行った。（実績は特定課題Ⅰに含

む）。 

・ヤシャイノデについて、胞子から培養した苗の

育成を行い、現地に植え戻した。 

 

○希少動植物種の保全対策実施状況（平成 26 年度） 

ヤシャイノデの苗の植え戻し状況 

 

 

DNA 分析等によって丹沢在来と考えられる酒匂川水

系のヤマメ（左） 
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Ⅶ 外来種の監視と防除 

＜主要施策の取組状況＞ 

１ 外来種の監視と未然侵入防止 

 ・アライグマ防除実施計画に基づき、市町村から捕獲情報・目撃情報を収集するとともに、

各種調査で設置した自動撮影カメラの撮影記録からアライグマ情報を収集した。奥山・

山地域での自動撮影カメラによる撮影記録はなかった。 

 

２ 侵入した外来種の防除 

・平成 24 年度までに確立した防除及び再生産抑制方法をダム管理者が実施し、平成 25 年

度以降はその効果を確認するために外来魚の生息状況のモニタリングを行った。その結

果、外来魚が減少傾向にあることを確認した。 

 

３ 丹沢産緑化苗木及び緑化手法の検討 

 ・堂平においてブナの種子採取を行ったほか、丹沢各地で種子の直接採取等を行い、東丹

沢（堂平周辺、宮ヶ瀬湖等）や西丹沢（中川等）での緑化種子生産・苗木の育成を行っ

た。また、一部の苗木を苗木生産者へ配布した。 

 ・水源の森林づくり事業等で使用する広葉樹 16 種の安定的な供給を図るため、母樹候補

木から種子を採種･精選し、発芽率、成長量調査及び生産量調査を実施した。丹沢産の

緑化種子生産が継続された。 

 ・平成 24 年度に日向林道改良工事で現地表層土壌を活用した緑化を行った箇所について、

継続的にモニタリング調査を行い、データ収集をするとともに効果の検証を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外来種の監視と未然侵入防止 侵入した外来種の防除 丹沢産緑化苗木及び緑化手法

の検討 

・アライグマ防除実施計画に基

づき市町村からの捕獲・目撃

情報の収集。 

・各種自動撮影カメラ調査によ

る外来種撮影状況の把握。 

・宮ヶ瀬湖における外来魚の

生息状況の調査。調査活動

を通した防除。 

・母樹候補木からの種子採種

等。 

・現地表層土壌を活用した林

道法面緑化法のモニタリン

グ調査。 

 

○外来種の監視と防除の実施状況（平成 27 年度） 
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○外来種の監視と防除に関係する事業実施場所（位置情報のある事業のみ掲載） 

 

ブナの種子採取状況 

 

 

外来種モニタリング調査により捕獲した 
コクチバス（宮ヶ瀬湖） 
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Ⅷ 自然公園の利用のあり方と管理方針 

＜主要施策の取組状況＞ 

１ 登山道等の施設維持管理と協働実施 

 ・登山道施設の状況を把握した上で、９路線（西丹沢山稜線、大倉尾根線、表尾根線、ヤ

ビツ峠大山線、不動尻大山線、下社大山線、東海自然歩道、石棚山稜線、首都圏自然歩

道）について登山道整備を実施し、登山道整備が進んだ。 

 ・みろく山の会（大倉尾根線）、丹沢山小屋組合（二俣鍋割線・鍋割山稜線）、神奈川県

自然公園指導員連絡会（下社大山線、表尾根線）と協働による登山道補修を実施し、利

用者が多い登山道の定期的な維持管理を行うことができた。 

・神奈川県山岳連盟への委託による登山者数調査、丹沢大山ボランティアネットワークに

よる水場の水質調査を実施し、公園利用実態の把握を行うことができた。 

 ・見晴茶屋の環境配慮型公衆トイレの設置に対して助成を行い、環境配慮型山岳公衆トイ

レの設置が進んだ。また、パークレンジャーによるトイレ紙持ち帰りキャンペーンを実

施し、山でのトイレマナーの普及啓発が促進された。 

 

２ かながわパークレンジャーや神奈川県自然公園指導員による活動 

 ・パークレンジャー３名による巡視活動の実施を行うとともに、自然公園指導員による巡

視活動及び登山道補修隊による活動を実施し、公園利用に関する普及啓発が促進された。 

 

３ 神奈川県立ビジターセンター等普及啓発施設の活動 

 ・ビジターセンターにおいて、自然再生等に関する展示や自然教室等を実施し（ビジター

センターの管理運営を委託）、自然再生に関する普及啓発が進んだ。 

 

４ 自然公園における利用のあり方と管理方針 

 ・自然環境保全センター内の自然公園の利用と管理方針の検討ワーキンググループの中で、

自然公園の利用のあり方等について検討を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

登山道整備 団体との協働による補修 

９路線 ３団体と協働で５路線について補修活動実施 

 

○登山道施設維持管理等実施状況（平成 27 年度） 

ビジターセンターにおける 

普及啓発イベントの実施状況 

 

パークレンジャーによる巡視活動実施状況 
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ボラネットによる水質調査実施状況 

 

活動団体との協働による登山道補修実施状況 

 

○自然公園の利用のあり方と管理方針に関係する事業実施場所（位置情報のある事業のみ掲載） 

 



 

Ⅸ 協働・普及啓発 

＜主要施策の取組状況＞ 

１ 丹沢大山自然再生委員会を通じた連携

 ・ワールドフェスタ・ヨコハマ

活動に参加・協力を行ったほか、

生委員会の普及啓発を推進するとともに、情報提供・広報を行った。

・サントリーホールディングス

て、昨年度作成したプロジェクトビジョンに基づく活動計画の作成に協力を行い、

ジェクトの推進を図った。

 

２ 県民協働の枠組みを通じた連携

 ・丹沢大山クリーンピア 21

行い、自然公園内のごみ処理が促進された

 

３ 丹沢大山自然再生の順応的実施と協働・普及啓発の拠点づくり

 ・自然環境保全センターの野外施設等を環境学習の場として利用促進し、

成研修会の一環として自然保護講座や研修会を実施

改善を行い、環境学習の場として利用の促進を行った

  

４ 自然環境・自然再生情報の蓄積と発信・活用

 ・丹沢自然環境情報ステーションの

生に関する普及啓発が促進された。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ワールドフェスタ・ヨコハマ

ブース出展（自然再生委員会主催）

20 

丹沢大山自然再生委員会を通じた連携 

ワールドフェスタ・ヨコハマ 2015 へのブース出展等の参加や高校生の登山道補修体験

活動に参加・協力を行ったほか、ホームページ等への情報提供を行い

生委員会の普及啓発を推進するとともに、情報提供・広報を行った。

サントリーホールディングス株式会社が実施している丹沢自然再生プロジェクトについ

て、昨年度作成したプロジェクトビジョンに基づく活動計画の作成に協力を行い、

。 

県民協働の枠組みを通じた連携 

21 によるクリーンキャンペーン等の協働事業への参加・

い、自然公園内のごみ処理が促進された。 

丹沢大山自然再生の順応的実施と協働・普及啓発の拠点づくり 

の野外施設等を環境学習の場として利用促進し、

自然保護講座や研修会を実施、保全センター内の展示スペースの

改善を行い、環境学習の場として利用の促進を行った。 

自然環境・自然再生情報の蓄積と発信・活用 

丹沢自然環境情報ステーションの Web サイトの情報更新による情報発信を行

生に関する普及啓発が促進された。 

サントリーによる植生保護柵補修

 

 

ワールドフェスタ・ヨコハマ 2015 への 

ブース出展（自然再生委員会主催） 

 

高校生の登山道補修体験

への情報提供を行い、丹沢大山自然再

生委員会の普及啓発を推進するとともに、情報提供・広報を行った。 

実施している丹沢自然再生プロジェクトについ

て、昨年度作成したプロジェクトビジョンに基づく活動計画の作成に協力を行い、プロ

によるクリーンキャンペーン等の協働事業への参加・協力を

の野外施設等を環境学習の場として利用促進し、ボランティア養

、保全センター内の展示スペースの

サイトの情報更新による情報発信を行い、自然再

サントリーによる植生保護柵補修箇所写真 
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クリーンキャンペーンによるゴミ拾い活動状況 

 

○協働・普及啓発に関係する事業実施場所（位置情報のある事業のみ掲載）


